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9.9 土壌汚染 

9.9.1 調査結果の概要 

（1）調査結果 

防衛省による土壌汚染の調査概要、調査方法及び調査結果は以下のとおりです。 

  ① 調査結果（国有地） 

   ア．特定有害物質 

返還国有地約 110ha のうち、土壌汚染対策法に基づく指定基準値超過が確認された計 56

調査区画で詳細調査が行われており、その結果の概要は表 9.9-1 に示すとおりです。 

 

表 9.9-1 防衛省における土壌汚染調査結果の概要（国有地） 

項目 

物質 
指定基準 

超過区画数 

最大 

検出値 

指定 

基準値 
深度方向の指定基準超過状況 

鉛及びその化合物 

（土壌溶出量、mg/L） 
21 0.069 0.01 

㋐深度方向 0～0.5m のみ 20調査区画 

㋑深度方向 0～0.5m 及び 8m、9m にて１調査

区画 

（㋐㋑の合計 21調査区画） 

鉛及びその化合物 

（土壌含有量、mg/kg） 
36 1,600 150 

㋒深度方向 0～0.5m のみ 30調査区画 

㋓深度方向 0～0.5m 及び旧地盤にて１調査区

画 

㋔深度方向 0～0.5m 及び１mにて１調査区画 

㋕旧地盤のみ２調査区画 

㋖旧地盤及び深度方向２mにて１調査区画 

㋗旧地盤及び深度方向１m、２mにて１調査

区画 

（㋒から㋗の合計 36 調査区画） 

ひ素及びその化合物 

（土壌溶出量、mg/L、） 
１ 0.017 0.01 深度方向 0～0.5m にて１調査区画 

ふっ素及びその化合物 

（土壌溶出量、mg/L） 
１ 0.94 0.8 深度方向 0～0.5m にて１調査区画 

注：１．鉛については、土壌溶出量、土壌含有量のいずれも基準不適合になった区画が３箇所あったため、指定基準
調査区画数の合計が 56調査区画になりません。 

注：２．第二溶出量基準値（いずれも土壌溶出量として、鉛及びその化合物（0.3mg/L 以下）、ひ素及びその化合物
（0.3mg/L 以下）、ふっ素及びその化合物（24mg/L 以下））を超える値は検出されていません。 

注：３．上記、土壌溶出量基準不適合区画のうち、地下水が確認された調査区画について、以下に示す要領にて採取
し、平成15年３月６日環境省告示第17号に準拠して、地下水の分析を実施した結果、いずれも基準に適合
していました。（全ての調査地点において定量下限値未満で検出されていません。） 

 

   

 

 

 
 

   イ．ダイオキシン類 

全区画において、基準に適合していました。 

 

  ② 調査結果（民有地・公有地） 

民有地・公有地における調査においては、3,532 地点の土壌採取を行い、ふっ素及びそ

の化合物（土壌溶出量）20 区画、鉛及びその化合物（土壌含有量）２区画で指定基準値超

過がみられました。 

【地下水採取方法】 
機械ボーリング（φ86mm）完了後に、孔内に簡易観測井戸を設置 
簡易観測井戸の構造は、各観測地点のボーリング時の土質及び孔内水位等により決定 
地下水採取は、掘削底面と地下水位の中間水位にて採取 
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基準値超過区画に関しては、深度方向の土壌汚染調査を実施し、ふっ素及びその化合物

（土壌溶出量）１区画、鉛及びその化合物（土壌含有量）１区画において、深さ方向で指

定基準超過がみられました。なお、鉛及びその化合物（土壌含有量）の指定基準値超過が

確認された２区画については、令和２年度末で除去が実施されています。また、深度方向

の調査の際、地下水が確認された区画では、地下水調査を実施しており、地下水の分析を

した結果、いずれも基準に適合しています。これらの結果について、有識者へのヒアリン

グを行った上で、農地として使用することは問題ないとしています。 

 

9.9.2 予測及び評価の結果 

（1）予測 

  ① 予測結果 

予測の前提条件によれば、図 9.9-1に示すように、国による適切な対応が行われた後、

都市計画対象事業の造成工事において、事業者が「土壌汚染対策法」及び「横浜市生活環

境の保全等に関する条例」に基づき、適切な対応を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.9-1 土壌汚染対策の流れ 

 

都市計画対象事業の土地利用計画及び造成計画に基づく切土、盛土の範囲及び国有地にお

ける汚染土壌の確認位置を重ね合わせた図を図 9.9-2 に示します。これによると、防衛省の

調査により汚染土壌が確認された位置は、多くが観光・賑わい地区又は物流地区にあります。

また、観光・賑わい地区又は物流地区においては、汚染の深さは全て地表下２mまでの範囲

となっており、切土部や相沢川付近の盛土部での確認が多くなっています。 

南東側の農業振興地区や公益的施設用地においても、一部で基準を超過する鉛及びその化

合物（土壌溶出量）が確認されており、１区画では地表深度８m 及び９m の位置で汚染土壌

が確認されていますが、現状では地下水汚染は確認されていません。 

民有地・公有地においては、ふっ素及びその化合物（土壌溶出量）20 区画、鉛及びその化

合物（土壌含有量）２区画で指定基準値超過がみられました。深度方向については、対象事

業実施区域南東部の１区画にて地表深度１m 及び２m の位置でふっ素及びその化合物（土壌

溶出量）が指定基準を超過している他は基準に適合しており、地下水については基準を超過

する地点はありません。 

 国による対応（土壌汚染対策法第14条に係る申請） 

事業者による土壌汚染対策 

●土壌汚染対策法並びに横浜市生活環境の保全等に関する
条例に基づく適切な対応 

区域指定 区 域 指 定 
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図9.9-2 国有地における汚染土壌の確認位置と土地利用計画及び切土・盛土の関係 

鉛（土壌溶出量）基準超過地点 

鉛（土壌含有量）基準超過地点 

鉛（土壌溶出量・土壌含有量）基準超過地点 

ひ素（土壌溶出量）基準超過地点 

ふっ素（土壌溶出量）基準超過地点 

注：〇は、汚染土壌が確認された区画の概略位置を見やすさ
の観点から、強調して示すものです。また、図中にコメ
ントを付した４区画以外は、地表から0.5mまでの深さ
のみでの確認です。 

深度８m、９mの位置で
鉛（土壌溶出量）の基
準を超過している地点 

深度１m、２mの位置で
鉛（土壌含有量）の基
準を超過している地点 

深度１mの位置で鉛
（土壌含有量）の基準
を超過している地点 

深度２mの位置で鉛
（土壌含有量）の基準
を超過している地点 
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都市計画対象事業は、土地区画整理事業として将来の土地利用の基盤整備を行うものであ

り、将来の土地利用に支障が生じないように、土壌汚染対策法や横浜市生活環境の保全等に

関する条例に則り、事業者により、適切な対応を実施します。 

また、今後事業者が「土壌汚染対策法」及び「横浜市生活環境の保全に関する条例」に基

づく手続きを行う中で、図 9.9-2 に示す防衛省の調査による地点以外に指定基準を超える汚

染土壌の存在が確認された場合においても、図 9.9-1 の土壌汚染対策の流れに沿って、事業

者により適切な措置を講じます。 

掘削除去を行う場合に場外搬出される土量については、仮に現時点で防衛省の調査により

確認されている表層及び深度方向２mまでの範囲における汚染土壌を全量場外搬出するもの

と想定（既に国により除去されている民有地の鉛による汚染確認区画（２区画）は除きます。）

して、算出しました。なお、算出にあたっては、対象事業実施区域の南東部において深さ８

m、９mの位置で鉛（土壌溶出量）の基準を超過している地点については、公益的施設用地で、

土地の改変が最小限に抑えられるため、この深度付近に至る土地の改変が想定されず、かつ、

現状で地下水汚染もみられないことから、掘削除去による措置は行わない計画としました。 

掘削除去を行う場合に場外搬出される土量については、10400 m3（ほぐした状態で 13000m3）

と推計され、これを着工後の１年間（実稼働日数 300 日）で集中的に搬出するものとして、

１日当たり７台程度の運搬車両が発生（発生集中交通量としては、14台･TE／日程度）する

こととなります。 

掘削除去を行う場合、汚染土壌の運搬、処理・処分に当たっては、関係ガイドラインに

準じ、運搬経路や処分先における土壌汚染の拡散防止対策を適切に行います。 

以上のような汚染土壌拡散防止のための措置を、事業者により適切に講じることから、

土壌汚染の影響は小さいものと予測します。ただし、造成工事において予期せぬ廃棄物等

に遭遇する可能性を完全には否定できないことなどから、予測結果には不確実性がありま

す。 
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（2）環境保全措置の検討 

表9.9-2に示すとおり、環境保全措置を実施します。 

 

表 9.9-2 環境保全措置の実施の内容（土壌汚染） 

影響 

要因 
影響 

検討

の視

点 

環境保全措置 
実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境 

への影響 内容 効果 区分 

工
事
の
実
施 

造
成
工
事
の
実
施 

汚
染
土
壌
に
よ
る
影
響 

汚
染
土
壌
拡
散
の
未
然
防
止 

造成工事の内容を踏まえ

た適切な措置 

工事中や土地の存在

又は供用時における

土壌汚染のリスクが

軽減されます。 

低減 事業者 なし なし 

予期せぬ廃棄物等が確認

された場合における「建

設工事で遭遇する廃棄物

混じり土対応マニュア

ル」による適切な対応 

工事中や土地の存在

又は供用時における

土壌汚染のリスクが

軽減されます。 

低減 事業者 なし なし 

 

モニタリングによる、河

川水及び地下水の水質の

監視 

必要に応じて速やか

な土壌汚染の対策が

実施できます。 

低減 事業者 なし なし 

 

 

（3）評価 

  ① 評価結果 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

都市計画対象事業では、国による措置に加え、事業者による造成時においては、造成工

事の内容を踏まえた適切な環境保全措置を講じること、汚染土壌の運搬、処理・処分に当

たっては、関係ガイドラインに準じ、運搬経路や処分先における土壌汚染の拡散防止対策

を適切に講じることから、事業者により実行可能な範囲内でできる限り、環境影響の低減

が図られると評価します。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

ア．に記載した環境保全措置の実施により、土壌汚染対策法に基づく指定基準を超えた

汚染土壌についての拡散防止対策が講じられることから、同法の指定基準を超える土壌汚

染やそれに伴う地下水の汚染等が生じるおそれはありません。したがって、土壌や地下水

の環境基準との整合も図られると評価します。 

「生活環境保全推進ガイドライン」（横浜市 2019 年３月）における土壌汚染の環境目標

は、「土壌・地下水汚染や地盤沈下による被害がなく良好な地盤環境が保たれています。」

とされており、予測結果を踏まえるとこれについても整合が図られます。 

以上より、国又は地方公共団体による基準又は目標との整合が図られると評価します。 

 


